
随意契約理由書

担 当 部 署
（ 問 合 せ 先 ）

　経済観光局中央卸売市場運営本部西部市場　　　　　　　　　（電話番号　671-1593　　　　　　　　　）

地方公共団体の物品等又は特定役務の調達手続の特例を定める政令第11条第1項2
号に該当

件 名

根 拠 法 令

契 約 の 相 手 方

随意契約の理由

　本業務は、神戸市中央卸売市場西部市場に設置されている「せりシステム」のうち、計量器等の老朽化や保守対応でき
ない機器を更新する業務である。
　本業務の対象となる計量器等は、「せりシステム」を構成する重要部分であり、また本「せりシステム」はトータリゼータエ
ンジニアリング㈱の独自技術・仕様に基づき構築されたものである。
　当該業務は上記業者しか知りえない技術資料が必要であり、また上記業者であれば安全、円滑かつ迅速に更新・試験
調整を行うことができ、更新後のシステム性能を保証できる。
　以上の理由から、上記業者との随意契約を行うものである。

神戸市中央卸売市場西部市場せりシステム更新業務

トータリゼータエンジニアリング株式会社


